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はじめに

ソフトウェアの生産性や品質の向上を目的と
して、ソフトウェアやその開発組織・プロジェ
クトの特性を表すデータ（ソフトウェア開発プ
ロファイルデータ）を収集、分析する活動が盛
んに行われている。国内では、独立行政法人情
報処理推進機構／ソフトウェア・エンジニアリ
ング・センター（IPA/SEC）の活動がよく知ら
れており、収集されたデータの分析結果は、「ソ
フトウェア開発データ白書」として2005年以降
毎年公表されている。2008年度版の同白書に
は、2000件を超えるプロジェクトの種別、ソ
フトウェア開発規模（ファンクションポイント，
SLOC）、工数、工期、検出バグ数等の分析結
果が掲載されており、各特性値の分布や標準値、
特性値間の相関等を知ることができる。
ただし、ソフトウェア開発プロジェクト
は、 PMBOK（Project Management Body of 
Knowledge）などでも指摘されているように、
何らかの点で相互に異なり、個別性が非常に高
い。加えて、特性間の関係が複雑で、例えば、
工数一つとっても、その決定要因は多数存在し、
プロジェクト毎に異なる可能性が大きい。特性
間の相関を調べるだけでは、普遍的な傾向やパ
ターンを見出すことは難しく、プロジェクト管
理に利用できるほど具体的な知見を得るのも容
易ではない。
ソフトウェア開発プロファイルデータを分析
する新たな技術として、相関ルール分析（アソ
シエーション分析）を適用する研究がすすめら
れている。相関ルール分析は、蓄積された大量
のデータから、頻繁、かつ、同時に生起する事

象を見つけ出す技術である。これを用いれば、
例えば、工数の普遍的な決定要因は解明できな
くても、（規模あたりの）工数が標準値より特
に大きくなるという事象は、ソフトウェア開発
においてどのような事象が発生した時に（プロ
ジェクト特性値がどのような値をとる時に）発
生する可能性が高くなるのかを知ることができ
る。二つの事象間の前後関係や因果関係を詳細
に検討することで、工数の増大を防ぐための具
体的な知見を得ることができる。
本稿では、財団法人経済調査会によって実施
された「平成20年度　ERPパッケージに関す
る調査」によって得られた133社からの回答結
果に対して相関ルール分析を適用した結果につ
いて述べる。

１．相関ルール分析

相関ルール分析はデータマイニング手法の基
本的なものの1つであり、大量のデータの中か
ら「AならばB」というルール（相関ルール）を
見つけ出す技術である。相関ルールをA⇒Bと
表記し、Aを前提部、Bを結論部と呼ぶ。
よく知られている適用例としては、小売店
POSシステムの販売履歴データなどから、顧
客の購買傾向やパターンを洗い出し、販売戦略
に活用するというものである。ここで、説明を
簡単にするため、販売履歴データとは、個々の
販売記録をレコード（タプル）とするデータセッ
トであり、販売記録には、販売日時等のコンテ
キスト情報と共に、商品ごとの販売数が記録さ
れているとする。
同時購入される商品が知りたいのであれば、
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前提部が命題「商品Xの販売数が0でない」、結
論部が命題「商品Yの販売数が0でない」であ
るルールを抽出することになる。なお、前提部
や結論部に命題の論理積を用いることができる
ので、3つ以上の商品の同時購入もルールとし
て抽出することができる。その結果、例えば、「休
日に"レジャーシート"を買う顧客は"おにぎり
"と"お茶"も同時に買っている」といったルー
ルが抽出され、レジャーシートをおにぎりやお
茶のそばに配置して販売するといった戦略をた
てることができる。
ただし、「販売数が0でない」商品の組み合わ
せは数多くあり、抽出されるルール数が膨大と
なることは容易に想像できる。抽出されたルー
ル全てに従って商品の配置を決めることは現実
的ではない。相関ルール分析では、ルールの重
要さを表す3つの指標が提案されており、それ
ぞれの下限値を設定することで、抽出ルール数
を制御するのが一般的である。3つの指標は次
の通り。

支持度＝前提部と結論部が同時に真となる場合数

（レコード数）／全場合数（全レコード数）

信頼度＝前提部と結論部が同時に真となる場合数

（レコード数）／前提部が真となる場合数（レコー

ド数）

リフト値＝信頼度／結論部が真となる場合数

（レコード数）／全場合数（全レコード数））

支持度は、ルールの出現頻度を表す指標で
あり、信頼度とリフト値は、前提部と結論部の
関連の強さを表す指標である。信頼度が大きい
ほど、前提部が真の場合に結論部も真となりや
すいことを表し、リフト値が大きいほど、結論
部が真の場合に前提部も真となりやすいことを
表す。例えば、販売記録数（レコード数）が20、
商品Xが販売された（場合数が10、商品Yが販
売された場合数が8、商品Xと商品Yが同時に

販売された場合数が6だとすると、「商品Xが
販売されるならば商品Yも販売される」という
ルールの支持度は0.3（＝6/20）、信頼度は0.6
（=6/10）、リフト値は1.5（=0.6/（8/20））となる。
なお、相関ルールは、「AならばB」と表現さ
れるが、一般には、前提部Aと結論部Bの共起
関係を示しているに過ぎない。抽出されたルー
ルを利用する場合は、AとBの間の前後関係や
因果関係に留意する必要がある。

２． 相関ルール抽出支援ツール
NEEDLE

2.1 プロファイルデータ分析に向けた機能
本稿では、相関ルールの抽出に、文部科学省
EASE（Empirical Approach to Software Engineering）
プロジェクト1で開発されたNEEDLEを用い
る。NEEDLEにおけるルール抽出プロセスを
説明する前に、従来システムにはないNEEDLE
固有の機能を紹介する。
従来の相関ルール分析の対象は、名義尺度ま
たは順序尺度に基づくデータ（質的データ）で
ある。特に、１章で例示したように「商品が販
売されたか（購入したか）どうか」といった２値
データや、性別、年齢層、満足度（５段階評価）
などといった、カテゴリ数の少ないデータであ
る場合が多い。これに対して、本稿で対象とす
る「ソフトウェアやその開発組織・プロジェク
トの特性を表すデータ（ソフトウェア開発プロ
ファイルデータ）」には、「業種」や「ERPパッ
ケージ製品名」といった多数のカテゴリを持つ
名義尺度や順序尺度に基づくデータだけでな
く、「契約金額」や「１人月の基準時間」といっ
た間隔尺度や比例尺度に基づくデータも含まれ
る。NEEDLEでは、そうしたデータを対象と
した相関ルール分析を可能とするため、次のよ
うな機能が追加されている。
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[追加機能１] 前提部・結論部への論理和・否
定の導入
相関ルールA⇒Bの前提部Aと結論部Bにお
いて、命題の論理和を用いることができる。但
し、論理和として記述できるのは、名義尺度
もしくは順序尺度に基づくデータのカテゴリ
結合を目的とした場合に限る。これにより、例
えば、「導入・運用しているERPパッケージは
GLOVIA/SUMMITもしくはGLOVIA-Cであ
る。」といった命題を前提部や結合部で用いる
ことが可能になる。なお、論理和の記述範囲を
限定しているのは、組合せ爆発による計算量の
増大を防ぎ、現実的な時間でルール抽出を実現
するためである。
更に、前提部Aと結論部Bにおいて、命題
の否定も可能とする。これにより、例えば、「業
種は「その他」以外である」といった命題を前
提部や結合部で用いることが可能になる（同
様の命題を論理和でも表現可能であるが、結
合すべきカテゴリが多数となり煩雑になる場
合がある）。

[追加機能２] 尺度水準の変換
間隔尺度や比例尺度に基づくデータ（量的
データ）を順序尺度に基づくデータに変換する
（カテゴリ数は変数定義ファイルで与えられて
いる）。更に、ルール抽出においては、最下位
カテゴリと最上位カテゴリそれぞれを、隣接す
るカテゴリと順次結合していく。これにより、
例えば、「ERPパッケージ規模が大きい（対象
データにおいて上位を占める）⇒１人月の基準
時間が大きい」といったルールの抽出が可能と
なるだけでなく、抽出ルールの信頼度やリフト
値が最大となるようなカテゴリ分けが自動的に
得られる。

[追加機能３] 結論部におけるデータ指定
ルール抽出において、結論部に現れるデータ

（変数）を指定することができる。例えば、「生
産性」と指定すると、（[追加機能２]と相まって）

対象データにおいて生産性が上位あるいは下位
を占める場合を特定するようなルールのみを抽
出することができる。これにより、ルール抽出
に要する計算時間が大幅に短縮されると共に、
抽出されたルールに解釈を与えたり、その有用
性を判断したりするための分析者の工数も小さ
くなる。

[追加機能４] 結論部への統計量の導入
結論部に量的データの統計量（平均値と標準
偏差）を持つルールを抽出することができる。
例えば、「業種が建設⇒１人月の基準時間の平
均がa、標準偏差がb」といったルールの抽出が
可能である。NEEDLEでは、このようなルー
ルを「量的ルール」と呼んでいる。
「量的ルール」に対しては、リフト値に該当
する指標を次のように新たに定義している。

基準化平均＝量的ルールにおける当該量的データ

の平均a／全場合（全レコード）における当該量

的データの平均

基準化標準偏差＝量的ルールにおける当該量的

データの標準偏差b／全場合（全レコード）にお

ける当該量的データの標準偏差

例えば、ある量的ルールの基準化平均が2だ
とすると、その量的ルールの前提部が成り立つ
場合、当該量的データの平均値が通常の２倍に
なることになる。なお、量的ルールの抽出にお
いては、平均値、標準偏差それぞれの上限と下
限を指定することができる。

2.2 ルール抽出プロセス
NEEDLEにおけるルール抽出プロセスを
図１に示す。NEEDLEへの入力は、「対象デー
タ」、「変数定義ファイル」、「ルール抽出指示ファ
イル」の３つであり、すべてCSV形式のテキス
トファイルである。
対象データは、分析対象となるデータであ



図１NEEDLEにおけるルール抽出プロセス
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り、１行が１レコードであり、ソフトウェア開
発に携わる組織やプロジェクトに対応する。各
レコードは、組織やプロジェクトの特性を表す
変数で構成される。
変数定義ファイルには、対象データのレコー
ドを構成する変数それぞれについて、尺度水準
（名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度）、
間隔尺度や比例尺度に基づくデータ（量的デー
タ）の場合には質的データへの変換におけるカ
テゴリ分けの方法とカテゴリ数、欠損値の補完
方法、などが定められている。
ルール抽出指示ファイルには、抽出ルール数
を制御するための指標（支持度，信頼度，リフ
ト値，基準化平均，基準化標準偏差）それぞれ
の上限値、下限値などが定められている。
これら３つの入力を用いて、ルール抽出は次
に示す４つのステップで進められる。

Step 1 　変数定義作成

対象データを解析し、変数の尺度水準など
を可能な限り自動判別し、「変数定義ファイル」
のひな型を生成する。分析者（ルール抽出者）は、
このひな型を編集し、変数定義ファイルとして
完成させる。

Step 2 　前処理

変数定義ファイルに基づき、対象データにお
ける欠損値の補完、尺度水準の変換、などを行
い、「前処理済みデータ」を生成する。

Step 3 　ルール抽出

ルール抽出指示ファイルに基づき、前処理済
みデータから基本ルール（前提部・結論部に論
理和を含まないルール）を抽出し、支持度等の
指標値を算出する。抽出された基本ルールは「基
本ルールファイル」に保存される。

Step 4 　ルール統合

前提部および結論部に含まれる変数のカテゴ
リ結合を目的として、基本ルールファイル中の
ルールの統合を行い、支持度等の指標値を算出
する。統合されたルールは統合ルール（前提部・
結論部に論理和を含むルール）として「統合ルー
ルファイル」に保存される。

分析者は、こうして作成された基本ルール、
および、統合ルールファイルに対して、各種指
標値を参考にしながら解釈を与え、分析目的に
沿ったルールを選び、活用することになる。



表１　ERPパッケージ調査の概要
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３． ソフトウェア開発プロファイ
ルデータへの適用

3.1 対象データ
財団法人経済調査会によって実施された「平
成20年度　ERPパッケージに関する調査」に
よって得られた133社からの回答結果が対象
データである。調査票はⅠ～Ⅴに分かれており、
それぞれの調査概要、設問数、回答数を表１に
示す。調査票Ⅰで、ERPパッケージ導入のコ
ンテキストを、調査票Ⅱ～Ⅴで、要件定義に始
まりバージョンアップまで、ERP導入作業を
工程順に調査する構成となっている。同調査は、
ERPパッケージを導入している企業に対して、
そのライフサイクルコストの観点から実態を明
らかにし、ERPパッケージの導入作業別（調査
票Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴの別）にそれぞれの作業工数
やコストを予測するための根拠となる情報を収
集することを目的として実施された。

3.2 抽出された主なルール
３．１で述べた調査結果にNEEDLEを適用し
た。分析の観点はいくつもあるが、本調査は、
ユーザ企業に対して行われたものであり、ユー
ザ企業にとってERPパッケージを導入する際
のパートナー企業の存在は大変大きいもので
ある。そこで、本稿では、ERPパッケージ導
入において、どのような条件が成り立つ場合に
パートナー企業の支援を受ける確率が高くなる
のか、また、パートナー企業の支援を受けた場
合に、ERPパッケージ導入プロジェクトがど
のような特徴を持つ可能性が高くなるのか、を
導入作業別に見ることとした。
具体的には、抽出条件を、
•  ルール結論部に質問項目「パートナー企業
の有無」への回答を含む
• 支持度0.05以上
• リフト値1.3以上
としてERPパッケージ導入作業別に抽出を
行った。

抽出されたルールのうち、「契約金額根拠」
の項目を含むものの一部を表２に示す。調査
票Ⅲから得られたルールが表２に含まれていな
いのは、上記条件を満足するルールが得られな
かったためである。なお、支持度0.05以上とい
う条件で抽出していることから、表２のルール
で表わされるような関係は、全回答の5％以上
で見られることになる。更に、リフト値1.3以
上ということから、ルールの前提部が真となる
場合には、そうでない場合と比べて、ルールの
結論部が真となる確率（パートナー企業の支援
を受ける確率）は1.3倍以上となる。すなわち、
比較的多くの企業に当てはまり、パートナー企
業の支援を受ける確率を格段に高くするルール
と言える。なかでも、保守・運用工程における
表２の項番6、7のルールは、支持度がそれぞ
れ0.214、0.286と非常に高く、ERPパッケージ
導入の多くの場合で見られる関係であることが
わかる。また、要件定義～パッケージ選定工程
における表２の項番1～ 4のルールは、リフト
値が1.530と高く、当該ルールの前提部は、パー
トナー企業の支援を受ける典型的な状況や強い
条件と考えることができる。
なお、ルールの抽出において信頼度は考慮し
ていないが、表２に列挙したルールの大半は信
頼度1.000であり、低いものでも0.955である。
このことは、前提部が真となる場合、ほとんど



表２　得られた主な相関ルール
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の場合に結論部も真になる（パートナー企業の
支援を受ける）ことを意味しており、このこと
からも、当該ルールの前提部は、パートナー企
業の支援を受ける典型的な状況や強い条件と考
えることができる。

3.3 考察
要件定義～パッケージ選定作業に関するルー
ル（調査票Ⅱから得られたルール。表２の項番
１～４）をみると、「パートナー見積り」を契約
金額根拠としている場合には、「候補選定結果」
が成果物であり、1人月あたりの時間数は160時
間／月以上と見積もられていることがわかる。
一方、過去の実績を契約金額根拠としている場
合には、業務要件定義書やシステム要件定義な
どのプロダクトが成果物であり、作業報告書も
合わせて納品されていることがわかる。
システム構築・設定～運用テスト・導入教
育に関するルール（調査票Ⅲから得られたルー
ル）は、いずれもリフト値が1.3未満であり、
表２には含まれていない。少なくとも今回の
調査項目には、パートナー企業の支援の有無
に大きく影響を与える要因は含まれていな
かったと言える。

保守・運用作業に関するルール（調査票Ⅳか
ら得られたルール。表２の項番５～７）をみると、
パートナー企業の見積りを契約金額根拠として
いること、成果物を作業報告書としていること、
契約金額にバージョンアップ費用が含まれない
ことがわかる。保守・運用においては、ベンダ
主導で契約金額が決まることが多く、また、作
業報告書による報告が中心と言えるようである。
なお、表２には示していないが、調査票Ⅳから
は、パートナー見積り以外が契約金額根拠とな
るような場合のルールは数件しか得られなかっ
た。保守・運用作業の委託においては、多くの
組織で、パートナー企業の見積りに基づいて契
約金額が決まるというのが現状のようである。
バージョンアップ作業に関するルール（調査
票Ⅴから得られたルール。表２の項番８～ 11）
をみると、パートナーの見積りを契約金額根拠
とし、現状調査、業務検証を作業内容とし、機
能一覧表、テスト結果報告書を成果物としてい
ることがわかる。表２には示していないが、調
査票Ⅴからは、パートナー見積り以外が契約
金額根拠となるようなルールは発見されなかっ
た。バージョンアップ作業の委託においても、
多くの組織で、パートナー企業の見積りに基づ



自主研究 ●ソフトウェア開発プロファイルデータの相関ルール分析

いて契約金額が決まるというのが現状のようで
ある。
以上をまとめると、ERPパッケージ導入に

は次のような実態があると推察される。
•  開発の上流（要件定義～パッケージ選定）
においては、契約金額根拠として過去実
績、パートナー見積りの両方が存在する。
過去実績を根拠とする場合には、成果物が
プロダクト（システム自体）に関するもの
である場合が多い。これらは、パートナー
選定や契約金額設定において選択肢が多
いことの現れとも考えられる。
•  システム構築・設定～運用テスト・導入教
育においては、パートナー企業の支援は作
業に対する強い要因とはなっていない。
•  保守・運用作業においては、バージョンアッ
プ作業を含まない契約とし、契約金額根拠
はパートナー見積り、成果物を作業報告書
とする等、パートナー企業主導の様子が伺
える。
•  バージョンアップにおいては、現状調査や
業務検証を作業内容とし、保守・運用作業
と同様にパートナー企業主導の様子が伺え
る。また、過去実績が契約金額根拠とされ
ることはほとんどない。

４．まとめ

本稿では、財団法人経済調査会によって実施
された「平成20年度　ERPパッケージに関する
調査」によって得られた133社からの回答結果
に対して相関ルール抽出支援ツールNEEDLE
を適用した結果について述べた。
分析対象としたデータ数は134件であり、一
般的な相関ルール分析におけるデータ数に比べ
ると１ケタか２ケタ少ない数である。それでも、
ERPパッケージの導入においてパートナー企業
の支援を受ける典型的な状況や強い条件、また、
パートナー企業の支援を受けた場合に、ERP
パッケージ導入プロジェクトが持つことになる

特徴をいくつか指摘することができた。これは、
ソフトウェアやその開発組織・プロジェクトの
特性を表すデータ（ソフトウェア開発プロファ
イルデータ）を分析対象とするための独自の機
能がNEEDLEに追加されているためである。
本稿で紹介した分析手法は、ソフトウェア開
発に関する同様の調査結果や蓄積データに広く
適用できるものである。


